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質問に対する回答（令和元年 8月 5日公表） 

№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

1 募集要項 1 14 県及び市は、指定管理者と民間事業

者が連携してとありますが、これまでの

連携事例を教えてください。 

指定管理者と民間事業者(民間にぎわい

施設事業者）は、屋外広場を利用して賑わ

いを創出するイベントを実施しています。 

事例としては、交流広場での農作物販売

等です。 

2 募集要項 4 15 臨時駐車場に係る維持管理業務は、

指定管理業務ではなく別途発生する、

との旨ですが、委託料の有無をご教示

ください。また、その金額をご開示いた

だけますでしょうか。 

現在の運用では、委託料はありません

が、貸出の際に収入する利用料にて、維持

管理等をお願いしています。 

なお、詳細につきましては、指定後に協議

の上、別途契約書を取り交わす予定です。 

3 募集要項 7 25 現在の委託先を開示願います。 現指定管理者の経営手法によるものであ

り、回答は差し控えさせていただきます。 

4 募集要項 8 26 提案額が保障されるものではないと

ありますが、債務負担行為は設定され

ますか. 

県は設定しない予定です。 

市は設定する予定です。 

5 募集要項 8 27 指定管理者は条例に定める範囲内で

利用料金を設定するとありますが、金

額を改訂する場合、県や市の承諾を得

た上で料金を改定し、利用者へ周知し

た後の申し込みから適用することにな

ると思われます。市や県の承諾にはど

れ程時間を要するのでしょうか。 

5 年間の利用料金の収入見込みに影

響があるため、改定する場合に想定さ

れるスケジュールをご教示ください。 

事前の協議状況にもよりますが、承認に

要する時間は早くても一か月を見込んでく

ださい。 

承認後、利用者への周知期間として 6 か

月程度は置くようにしてください。 

なお、あらかじめ指定管理期間中の料金

変更を見越して積算する場合は、様式

6-5(2)(3)「備考」及び「積算内訳」に説明を

記載してください。 

6 募集要項 10 1 光熱水費については、評価対象とし

ないとあるが、様式 6-5 の光熱水費の

項目は空欄で宜しいでしょうか 

指定管理料等の算出に関係しますので、

記載してください。 

7 募集要項 13 1 

13 

指定管理者が提案事業及び自主事

業を実施する際の、会場使用料及び

付帯設備使用料は、免除になりますで

しょうか。 

県施設の自主事業については、免除とす

ることができます。 

市施設の提案事業及び自主事業につい

ては、減免を実施する場合は市との協議が

必要です。 

8 募集要項 15 22 県及び市のモニタリングへの協力とあ

りますが、どのようなチェック内容や項

目で行うか教えてください。事務量を推

測する為、教えてください。  

県では、年 4 回のモニタリングを実施しま

す。業務全般のほか、各回の重点実施事

項を定め、関係書類及び現場の確認、ヒア

リング等を行います。関係書類とは、会計

書類（契約書、請求書、伝票、現金出納

帳、預金通帳、元帳、仕訳帳、経理規程な

ど）、管理運営基準や協定書等に定める帳

簿類・法定書類等です。 

市では、提案事業のモニタリングのほか、

維持管理運営に関して、意見・苦情や他の

類似施設での事故発生等を踏まえ、随時

に実施しています。 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

9 募集要項 18 14 13 申請の手続き （1）ウ において、

申請者は県内に事務所を置く又は置こ

うとする法人と記載がありますが、グル

ープ応募の場合は、グループを構成す

るすべての企業が県内に事務所を置

かなければならないのでしょうか。 

グループ構成企業のいずれか 1者は県内

事務所の設置が必要です。（必ずしも代表

企業とは限りません。） 

10 募集要項 19 17 定款に原本証明は必要でしょうか。 定款の原本証明は必要ありません。 

11 募集要項 19 17 登記事項証明書は「履歴事項全部証

明書」と「現在事項全部証明書」のどち

らを提出すればよろしいでしょうか。 

履歴事項全部証明書を提出してください。 

12 募集要項 19 30 「法人市町村民税」の納税証明書とあ

りますが、東京23区に事業所のある法

人は市町村民税納税証明書を発行で

きないため、住民税に関しては法人都

民税の納税証明書のみの提出でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

13 募集要項 19 サ 

セ 

 

表 5の（サ）の法人などの決算関係書

類及び（セ）の納税証明書において直

近 3 事業年度分の提出が求められて

いますが、3 年以内に新設分割方式に

より分社・設立した会社の場合、前社

の書類を提出すべきですか、それとも

設立後の書類のみでよろしいですか。 

経営基盤の安定性を評価するため、前社

の分を含め、直近 3 事業年度分の書類を

提出してください。 

14 募集要項 19 セ （セ）の納税証明書は本店所在地の

みの納税証明書を提出することでよろ

しいでしょうか。 

本店が県外、事業所が県内にある場合

は、本店及び県内事業所に係る納税証明

書を提出してください。 

（各構成企業について同様です。） 

15 募集要項 19 チ 重大な事故又は不祥事に関する報告

書ですが、前回の公募には無かった項

目かと思いますが、これが追加になっ

た背景を教えてください。 

応募者のコンプライアンスへの取組状況

等を確認するため、追加したものです。 

16 募集要項 20 8 様式は県ホームページからダウンロ

ードしたものを使用することとされてい

ますが、word 形式の様式を、他ソフト

で同様のフォーマットを作成し使用する

ことは可能でしょうか。（PDF で提出は

可能） 

Word 又は Excel 以外で作成する場合は、

ＰＤＦで提出してください。 

17 募集要項 20 ウ 「（ｳ）各正本に貼付する書類は、原本

としてください。（コピー不可）」とありま

すが、表 5 提出書類一覧（ｳ）のグル

ープ協定書についても同様でしょうか。 

コピーの場合は、代表構成員による原本

証明をしてください。 

なお、様式 9(参考）において、「正本につ

いては各種構成団体が一通を保有し、副

本については県及び市に提出する。」とし

ています。 

18 募集要項 23 10 指定管理者に選定されなかった場合

であっても申請書類は情報公開の対

象となりますか 

情報公開の対象となります。 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

19 募集要項 23 10 13（5）で事業計画書等の著作権は申

請者に帰属するとありますが、開示請

求があった場合、申請者に公開情報の

確認をした上での公開となりますか 

埼玉県情報公開条例及び川越市情報公

開条例に則り対応します。 

開示請求があった場合、状況に応じて、

申請者に対して公開に係る意見照会を行う

場合があります。 

法人不利益情報は開示されませんが、各

条例に基づき公開が妥当と判断した場合

は申請者の意に沿えない場合があります。 

20 募集要項 

様式 6、 

目次 

21 3 要項に申請書類は両面印刷とありま

す。様式 6の目次の表に枚数を記載す

る欄がありますが、これは頁数（両面で

2 枚）とするのか、両面で 1 枚とするの

かご教示ください。 

頁数で 1 枚とカウントして記載してくださ

い。（両面の場合、2枚となります。） 

21 添付資料

1-2 

第

35

条 

4 監査員又は外部監査人による監査実

績はありますかまたある場合、閲覧等

は可能でしょうか 

監査委員による監査や第三者モニタリン

グの実績があります。市ＨＰや各所管部署

へご確認ください。 

22 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

2 7 適正な積算を行う為に施設・設備の

維持管理責任者を 1名配置すると記載

されておりますが、現状の配置時間・

配置曜日・休暇日をご教示下さい。 

ご質問の内容は現指定管理者の経営手

法によるものであり、回答は差し控えさせ

ていただきます。公開資料を参考に、管理

運営基準を満たすよう積算をお願いしま

す。 

23 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

2 7 適正な積算を行う為に清掃、警備、建

物・管理の各業務で責任者を定めるこ

とと記載されておりますが、各業務そ

れぞれの責任者の現状の配置人数・

配置時間・配置曜日・休暇日をご教示

下さい。 

No.22 と同じ 

24 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

2 7 適正な積算を行う為に清掃、警備、建

物・管理の各業務で責任者を定めるこ

とと記載されておりますが、各業務そ

れぞれの責任者は、業務従事者を兼

ねる事が出来るとの認識でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。適切に維持管理

をするための体制をご提案ください。 

25 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

2 13 現状の清掃、警備、建物・管理の各

業務の配置人数、配置時間をご教示く

ださい。 

No.22 と同じ 

26 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

4 21 引継ぎ期間中、執務を行う場所を施

設内にご提供いただける予定はござい

ますか。 

別途、指定管理者が用意する必要が

ありますか。 

申請者においてご用意ください。 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

27 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

5 31 「屋外広告物等の管理、マネジメント

業務」は具体的にはどのような業務で

しょうか。 

また、掲出料は無料でしょうか。 

県又は市が設置した、川越駅西口からウ

ェスタ川越までの歩道等に設置している案

内シート及び公道に設置しているウェスタ

川越の案内標識等の管理運営に関する業

務です。 

掲出料は対象によります。（上記で示し

た、現在県又は市が設置している案内シー

ト、案内標識は、無料です。） 

なお、保守点検・修繕に係る費用が発生

します。 

28 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

7 23 文中の「職員の研修」とは指定管理者

の職員という解釈でよろしいでしょう

か。もしくは入居者も含くむかをご教示

ください。 

職員とは県・市の機関や入居団体、入居

者を含みます。 

29 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

7 29 ボランティア等との協働とありますが、

これまでのボランティア活動実績をご

教示ください。 

特定のイベント等における入場管理、清

掃等や、交流広場内の一部の花壇管理に

ついて、ボランティアにご協力いただきまし

た。 

30 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

11 20 【建築設備定期検査】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近 1年分の点検報告書 

・建築設備図面 

建築・設備の仕様等については、公平を

期するため、現地見学会のほか各種図面

等を閲覧期間を設けて公開済です。 

点検内容（点検報告書）は、法定によるほ

か現指定管理者の運用によるものであり、

回答は差し控えさせていただきます。公開

資料を参考に、管理運営基準を満たすよう

積算をお願いします。 

なお、直近 1 年分の点検では異常の報告

は受けておりません。 

31 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

11 20 【特殊建築物定期調査】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近実施分の点検報告書 

・建築設備図面 

No.30 と同じ 

32 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

13 21 開示された資料ですと、管理の対象

となる業務内容、設備機器の種類・型

番、保守ﾒｰｶｰ名、容量・数量・台数・必

要点検回数等が不明となっておりま

す。維持管理費を積算する上で、現在

指定管理業務を行っている指定管理

者が非常に有利となっております。公

平かつ適正な金額を算出する上で別

添させて頂く、現状の維持管理業務を

行っている基準について開示をお願い

致します。 

管理の対象となる業務内容は、募集要項

や管理運営基準など HP で示したとおりで

す。 

設備機器の台数・仕様等については、公

平を期するため、現地見学会のほか各種

図面等を閲覧期間を設けて公開済です。 

点検回数は法定によるほか現指定管理

者の運用によるものであり、回答は差し控

えさせていただきます。公開資料を参考

に、管理運営基準を満たすよう積算をお願

いします。 

33 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

13 21 管理の対象となる設備機器の種類・

型番、保守ﾒｰｶｰ名、容量・数量・台数・

必要点検回数等についてご教示くださ

い。 

No.32 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

34 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

13  適正な積算を行う為に現状の建物・

管理の責任者を除く建物・管理要員の

配置人数・配置時間・配置曜日・休暇

日をご開示下さい。 

No.22 と同じ 

35 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

15 29 【汚水槽保守点検・清掃】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近 1年分の点検報告書 

・汚水槽の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.30 と同じ 

点検作業の実施時間についても同様で

す。 

36 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

16 5 【消防設備点検（総合点検・機器点

検）】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近 1年分の点検報告書 

・消防設備図面 

No.30 と同じ 

37 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

16 5 【防火対象物定期点検】 

以下の項目についてご開示下さい 

・直近 1年分の点検報告書 

・消防設備図面 

No.30 と同じ 

38 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

16 5 【防火設備点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近 1年分の点検報告書 

・防火設備図面 

No.30 と同じ 

39 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

16 16 第 2 1（3）ウ(ｾ) 環境配慮施設 2～4

の設備について、以下の項目をご開

示下さい 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・地中熱交換機設備の仕様資料 

・さく井設備の仕様資料 

・クールトレンチの仕様資料 

・各点検作業の実施時間 

設備の仕様等については、公平を期する

ため、現地見学会のほか各種図面等を閲

覧期間を設けて公開済です。 

ﾒｰｶｰ点検の有無、保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社、保

守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及び方法、点検作業の実

施時間、点検内容（点検報告書）は、法定

によるほか現指定管理者の運用によるも

のであり、回答は差し控えさせていただき

ます。公開資料を参考に、管理運営基準を

満たすよう積算をお願いします。 

なお、直近 1 年分の点検では異常の報告

は受けておりません。 

40 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

16 33 空気環境測定業務について、直近 1

年分の点検報告書をご開示下さい。 

No.30 と同じ 

41 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

20 13 ピアノの保守・調律の回数について

は、指定管理者の提案によるという理

解でよろしいでしょうか。 

ピアノの保守回数・調律頻度につきまして

は、ﾒｰｶｰの推奨頻度を踏まえ、ピアノの性

能維持や利用者満足度を考慮して提案し

て下さい。提案を基に協議して決定します。 

42 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

21 11 日常清掃業務について、適正な積算

を行う為に現状の清掃の責任者を除く

清掃要員の配置人数・配置時間・配置

曜日・休暇日をご開示下さい。 

No.22 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

43 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

21 11 日常清掃業務について、適正な積算

を行う為に現状実施している作業対象

箇所・作業対象床材・作業対象面積・

作業対象範囲図・1 日当りの作業回数

等が分かる資料をご開示下さい。 

対象箇所や範囲等は、募集要項や管理

運営基準など HPで示したとおりです。 

仕様等については、現地見学会のほか各

種図面等を閲覧期間を設けて公開済で

す。 

作業回数等は、現指定管理者の運用によ

るものであり、回答は差し控えさせていた

だきます。公開資料を参考に、管理運営基

準を満たすよう積算をお願いします。 

44 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

21 11 日常清掃業務について、作業を行う

に当り、時間指定のある清掃箇所があ

る場合には、ご教示下さい。 

南公民館は投票所となる場合があり、そ

の際には選挙期間中の（清掃等での）入室

は禁止となります。 

それ以外は、現時点において特段の指定

はありません。 

募集要項 5ページ「表 2 各施設の業務時

間等」等を確認し、各施設の業務に支障を

きたさない時間をご提案ください。 

45 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

21 25 定期清掃業務について、適正な積算

を行う為に現状実施している作業対象

箇所・作業対象床材・作業対象面積・

作業対象範囲図・1 年間当りの作業回

数等が分かる資料をご開示下さい。 

No.43 と同じ 

46 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

21 26 定期清掃業務について、現状作業を

実施している曜日・時間・諸条件 

No.22 と同じ 

47 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

22 5 ガラス清掃業務について、適正な積

算を行う為に現状実施している作業対

象面積・作業対象範囲図ご開示下さ

い。 

No.43 と同じ 

48 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

22 5 ガラス清掃業務について、ブランコ作

業を実施するに当り、屋上等にブラン

コの吊元となる強固な吊元は御座いま

すでしょうか。 

建築・設備の仕様等については、現地見

学会のほか各種図面等を閲覧期間を設け

て公開済です。 

49 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

22 5 ガラス清掃業務について、高所作業

車・足場・特殊な器具等を要してガラス

清掃を実施している場合には、高所作

業車等を用いて作業を実施している箇

所が分かる資料及び高所作業車等を

用いて清掃を行う対象面積をご開示下

さい。 

No.43 と同じ 

50 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

23 1 第 2 3（3）ア(ｴ)調理室排水の阻集器

について、清掃対象となる阻集器のサ

イズ・容量をご開示下さい。 

No.48 と同じ 

51 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

23 19 ねずみ等の害虫防除業務について、

直近1年分の点検報告書をご開示下さ

い。 

No.30 と同じ 
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52 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

23 30 消耗品（トイレットペーパー・水石鹸

等）について、直近 3 年分の購入履歴

（種類・数量・費用）をご開示下さい。 

直近 3年分のトイレットペーパー（1ケース

あたり 96ロール）と水石鹸（1箱あたり 4㍑

×4 ｾｯﾄ）の購入数量は、 

【平成 28年度】320 ケース、33箱 

【平成 29年度】380 ケース、36箱 

【平成 30年度】360 ケース、34箱 

種類及び費用は、現指定管理者の経営

手法によるものであり、回答は差し控えさ

せていただきます。 

53 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

24 19 警備業務について、適正な積算を行

う為に現状の警備責任者を除く警備要

員の配置人数・配置時間・配置曜日・

休暇日をご開示下さい。 

No.22 と同じ 

54 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

24 19 警備業務について、「24 時間常駐警

備」と記載が御座いますが、仮眠室又

は管理室とは別室で仮眠をとることが

可能な個室は御座いますでしょうか。 

「仮眠室」はありませんが、「休憩室」はあ

ります。（添付資料 5参照） 

55 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

24 23 現在の機械警備会社をご開示下さ

い。 

No.22 と同じ 

56 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

29 15 交流支援施設で指定管理者が自主

事業を行う際、優先的に予約は取るこ

とは可能でしょうか。 

可能です。但し、より多くの方に施設をご

利用いただくため、一定の配慮をお願いし

ます。 

57 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

32 26 創業支援施設で指定管理者が自主

事業を行う際、優先的に予約は取るこ

とは可能でしょうか。 

可能です。但し、創業支援ルームの入居

者が利用する施設ですので、一定の配慮

をお願いします。 

58 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

33 8 現在、貸事務室 25 室全て入居してい

るとのことですが、今年度で期間が満

了となる方はどれくらいいらっしゃいま

すでしょうか。 

令和元年度中に期間満了となる方は 3 名

です。（最終は 11 月 21日満了 1名） 

なお、以降直近で期間満了となるのは令

和 2年 5月 15日までの 1名です。 

59 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

46 32 （オ）利用料金の設定に、現在の全額

減免の対象が記載されておりますが、

指定管理者はこれを変更することがで

きるという理解でよろしいでしょうか。 

変更は可能ですが、市との協議が必要に

なります。 

60 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

46 36 （文化芸術振興施設）施設利用料の

減免実績をご教示ください。 

施設の利用料金の減免実績はございま

せん。 

61 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

50 22 鑑賞事業の例の中で、演奏者や劇団

の形容詞に「著名な」とありますが、

「著名な」についてのガイドラインはあり

ますでしょうか。 

特に、5 能・狂言の「著名な」演者は限

られると考えられますので、「著名な」

についての判断基準をご教示くださ

い。 

「著名な」についてのガイドラインはありま

せんが、「その名前での活動が社会的に広

く認識されている」「その道において重んじ

られている」「独自の名声や顧客吸引力が

ある」等の理解でおります。 

なお、提案事業につきましては、提案に基

づき協議の上決定します。 
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62 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

51 21 3）の市が想定する経費負担額 3,000

万円については、収支差という理解で

よろしいでしょうか。（支出総額ではな

く）  

お見込みのとおりです。 

63 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

51 21 上記に付随し、添付資料 18-2 を見ま

すと、過去 3 年間の提案事業において

は、収支差 3,000万円を大きく超えてお

りますが、どの様に評価されております

でしょうか。 

収支差額が想定を大幅に超過することに

ついて、金額に着目すれば好ましい状況で

はなく改善を望むところとなりますが、超過

が生じた理由や別途得られるものと期待す

る効果など併せて見定める必要があるもの

と考えます。 

64 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

52 35 開館 5周年事業として、市の主催で開

催する予定の事業はございますか。 

提案事業のうち 5 周年を記念するに相応

しいものに冠を付けるイメージです。 

65 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

54 18 友の会を設置する際、現在運用され

ている Web メンバーズと同様のサービ

スを実施する場合、システムや会員情

報を引き継ぐことは可能でしょうか。 

引き継ぐことはできません。 

66 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

55 22 適正な積算を行う為に現状の駐車場

運営配置要員の配置人数・配置時間・

配置曜日・休暇日をご開示下さい。 

No.22 と同じ 

67 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

55 22 現状、公道に出て車両等の誘導を行

う業務は実施しておりますでしょうか。 

公道での誘導はしておりません。 

68 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

57 4 交流広場でイベントを実施する場合、

指定管理者の主催・共催以外のもの

はないという理解でよろしいでしょう

か。 

指定管理者の主催・共催に限定している

ものではありません。 

なお、交流広場は誰でも自由に無償利用

できる公の施設であり、指定管理者は秩序

をもって利用されるよう管理してください。 

来訪者の通行や施設利用を妨げない範

囲で施設の賑わいを創出するため、県市

の承認を得たうえでイベントを開催すること

ができます。 

69 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

57 4 交流広場でイベントを実施する際、県

施設や市施設の備品を使用することが

可能でしょうか。別途調達が必要となり

ますでしょうか。 

各施設に設置された備品は、当該施設内

において使用してください。 

交流広場でイベントを実施する際は、原則

別途調達とします。 

70 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

57 12 騒音・振動等について周辺住民に十

分な配慮を行うこととありますが、イベ

ントを実施する際、アンプの使用は不

可等、音の制約はありますでしょうか。 

アンプ使用の制限はありませんが、公共

施設であることを踏まえ、周辺住民に十分

に配慮して運営してください。 

なお、騒音・振動等に関する規制として

「埼玉県生活環境保全条例」及びこれに係

る川越市規則等がございますので、ご留意

ください。 
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71 添付資料 2 

(管理運営 

基準) 

  消耗品（管球・小修繕備品）につい

て、直近 3 年分の購入履歴（種類・数

量・費用）をご開示下さい。 

直近 3年分の管球の購入数量は、 

【平成 28年度】なし 

【平成 29年度】 

 LED：管 3本、電球 22個 

 蛍光灯：3本 

【平成 30年度】 

 LED：ダウンライト 33台、電球 15個 

 蛍光灯：60本 

管球の仕様等は、現地見学会のほか各

種図面等を閲覧期間を設けて公開済で

す。費用は、現指定管理者の経営手法に

よるものであり、回答は差し控えさせていた

だきます。 

72 添付資料 3   県、市共に備品の更新は原則として

指定管理者が購入とありますが、金額

の大小に関わらず指定管理者の購入

対象となるのでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

73 添付資料 3 2 文

末 

入居者の変更や配置替えなどで館内

共有部分の案内表示やパンフレット他

の変更やセキュリティシステム改修が

必要な場合、それらの費用負担は設置

者または入居者側の負担となるのか、

指定管理者負担なのかをご教示くださ

い。 

1 件当たり見積額 100 万円（税込）未満の

修繕であれば指定管理者の負担となりま

す。（添付資料 3参照） 

74 添付資料 3   現在、塵芥収集・運搬・処分を実施し

ている会社をご開示下さい。 

No.22 と同じ 

75 添付資料

11-1 

  交流支援施設について、一般利用Ａ：

一般利用Ｂ：県民利用の割合をご教示

ください。 

一般利用Ａ：一般利用Ｂ：県民利用の割合

は以下のとおりです。 

【平成 28年度】 34.5％：29.0％：35.2％ 

【平成 29年度】 39.5％：27.9％：31.0％ 

【平成 30年度】 39.6％：21.0％：37.9％ 

なお、上記のほかは指定管理者の自主事

業です。 

76 添付資料

11-2 

  大ホールについて、全席利用：１階席

のみ利用の割合をご教示ください。 

全席利用：１階席のみの割合は以下のと

おりです。 

【平成 28年度】 59.3％：40.7％ 

【平成 29年度】 57.5％：42.5％  

【平成 30年度】 57.3％：42.7％ 

77 添付資料

11-2 

  市民活動・生涯学習施設及び男女共

同参画推進施設の利用について、区

域内居住者：区域外居住者（又は区域

外居住者を主たる対象として利用する

場合）の割合をご教示ください。 

区域内居住者：区域外居住者の割合は以

下のとおりです。 

【平成 28年度】 79.4％：20.6％ 

【平成 29年度】 80.2％：19.8％  

【平成 30年度】 81.3％：18.7％ 
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78 添付資料

16 

  貸出予定備品リストがありますが、こ

れは来年度に運営開始する前に指定

管理者が用意する必要のある備品と

いう理解で宜しいでしょうか。また、そ

の場合、備品の調達に要する市の見

積額を教えてください。 

前段はお見込みのとおりです。 

後段は応募者の提案事項に係るものとな

りますので、回答は差し控えさせていただ

きます。 

79 添付資料

16 

  指定管理者の調達に係る貸出備品リ

ストにある備品の中で現指定管理者が

すでに購入しており、引き継ぐべき物

品があればご教示ください。また、リー

ス品など、支払等の引継ぎが必要な物

品があればご教示ください。 

引き継ぐべき物品はございません。 

80 添付資料

17 

  有資格者の選任等一覧に電気主任

技術者がありませんが、これは県又は

市が行っているのでしょうか。 

一覧については、例示です。 

業務上、法令等で必要とされる技術者は

指定管理者において配置してください。 

81 添付資料

18-1 

18-2 

  人件費は、現在の構成団体が直接雇

用している職員の給与等が含まれてい

るという理解で宜しいでしょうか 

お見込のとおりです。 

82 添付資料

18-1 

18-2 

  説明会で見かけた外注している設備

員と舞台職員の委託費はこの表のどこ

に含まれていますか 

委託に係る業務に従事する従事者に関し

ては、保守点検維持管理費に含まれてい

ます。 

83 添付資料

18-1 

18-2 

  各科目の内訳を教えてください。 「その他」の内訳については No.84～87 を

ご確認ください。 

それ以外の内訳は現指定管理者の経営

手法が含まれますので、回答は差し控えさ

せていただきます。 

84 添付資料

18-1 

  「その他収入」に含まれる項目及び金

額の内訳をご教示ください。 

主な項目としては、自動販売機手数料、コ

ンベンションサポート、ケータリング等です。 

金額の内訳は現指定管理者の経営手法

が含まれますので、回答は差し控えさせて

いただきます。 

85 添付資料

18-1 

  「支出」の「運営費〈産業支援・人材育

成施設」「維持管理費〈産業支援・人材

育成施設〉」「業務委託施設維持管理

費〈川越地方庁舎〉」「その他」の項目

について、それぞれの「その他」経費の

項目及び金額の内訳をご教示くださ

い。 

それぞれの「その他」について、主な項目

は以下のとおりです。 

【運営費〈産業支援・人材育成施設〉】 

賃借料及び使用料、外注費、 

消耗品費、広告宣伝費等 

【維持管理費〈産業支援・人材育成施設〉】 

【業務委託施設維持管理費〈川越地方庁

舎〉】 

LCCO2 委員会費 ※現指定管理者の提案事業 

【その他】  

各構成企業の本社に係る経費等 

なお、金額の内訳は現指定管理者の経営

手法が含まれますので、回答は差し控えさ

せていただきます。 
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86 添付資料

18-2 

  「その他収入」に含まれる項目及び金

額の内訳をご教示ください。 

主な項目としては、自動販売機、コンベン

ションサポート、ケータリングなどです。 

金額の内訳は現指定管理者の経営手法

が含まれますので、回答は差し控えさせて

いただきます。 

87 添付資料

18-2 

  「支出」の「その他」について、項目及

び金額の内訳をご教示ください。 

主な項目としては、各構成企業の本社に

係る経費などです。 

金額の内訳は現指定管理者の経営手法

が含まれますので、回答は差し控えさせて

いただきます。 

88 添付資料

18-2 

  自主事業の収支は収支表の中には

含まれていないという理解でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

89 添付資料

19 

  障害者等の駐車場・駐輪場の減免に

対する設置者からの補てんの有無をご

教示ください。 

補てんはございません。 

90 添付資料

22 

  「2」の 7 項目については、提案事業と

して実施するという理解でよろしいでし

ょうか。 

また、「1」の 4 項目については、提案

事業として実施してはならないという理

解でよろしいでしょうか。 

各表題部に記載のとおりです。 

91 添付資料

27 

 8 【水熱源式ｽｸﾘｭｰﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・水熱源式ｽｸﾘｭｰﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰの詳細

な仕様資料 

No.39 と同じ 

92 添付資料

27 

 9 【吸収式冷温水発生器保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・吸収式冷温水発生器の詳細な仕様

資料 

No.39 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

93 添付資料

27 

 10 【冷却塔保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・冷却塔の詳細な仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

94 添付資料

27 

 11 【空冷ヒートポンプチラー保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・空冷ヒートポンプチラーの詳細な仕様

資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

95 添付資料

27 

 22 【ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

96 添付資料

27 

 23 【温水ボイラー保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・温水ボイラーの仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

97 添付資料

27 

 24 【床暖房設備保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・床暖房の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

98 添付資料

27 

 25 【ミスト設備保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告 

・ミスト設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

99 添付資料

27 

 26 【中央監視装置保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・中央監視装置の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

100 添付資料

27 

 29 【昇降機保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・昇降機設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

101 添付資料

27 

 30 【自動ドア保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・自動ドア設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

102 添付資料

27 

 31 【ITV保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・ITV設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

103 添付資料

27 

 32 【入退室管理装置保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・入退室管理装置の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

104 添付資料

27 

 37 【車両管制装置保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・車両管制装置の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

105 添付資料

27 

 38 【駐輪設備保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・駐輪設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

106 添付資料

27 

 58 【危険物貯槽（地下タンク）設備保守点

検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・危険物貯槽の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

107 添付資料

27 

 59 【受水槽保守点検・清掃】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・直近 1年分の点検報告書 

・受水槽の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

・点検、清掃時の断水の有無 

No.39 と同じ 

点検清掃時の断水の有無についても同

様です。 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

108 添付資料

27 

 60 【井水ポンプ設備保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・井水ポンプ設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

109 添付資料

27 

 61 【汚水ポンプ設備保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・汚水ポンプ設備の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

110 添付資料

27 

 62 【上水加圧給水設備・中水加圧給水設

備保守】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・上水加圧給水設備・中水加圧給水設

備保守の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

111 添付資料

27 

 1 

4 

【受変電設備・非常用発電設備保守点

検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・受変電設備及び非常用発電設備の

容量・台数・仕様等 

No.39 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

112 添付資料

27 

 12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

【空調機保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・各空調機（空冷式内融ブラインチリン

グユニット・PAC・AHU・OHU・FCU）の

仕様資料 

・空調機点検作業の実施時間 

・フィルター清掃実施の有無、フィルタ

ー清掃の実施頻度、フィルター清掃

の実施時間 

・中性能フィルター交換の有無、中性

能フィルター交換の頻度 

・中性能フィルターの型番、中性能フィ

ルターの枚数 

No.39 と同じ 

113 添付資料

27 

 333

4 

【構内情報通信設備・電話交換設備保

守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・構内情報通信設備・電話交換設備の

仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

114 添付資料

27 

 40 

41 

【ろ過装置保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・ろ過装置の仕様資料 

・点検作業の実施時間 

No.39 と同じ 

115 添付資料

27 

 6 

7 

【太陽発電装置保守点検】 

以下の項目についてご開示下さい。 

・ﾒｰｶｰ点検の有無 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社 

・現在の保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ頻度及びﾒﾝﾃﾅﾝ

ｽ方法 

・直近 1年分の点検報告書 

・太陽発電装置の詳細な仕様資料 

No.39 と同じ 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

116 様式 2-1 

様式 2-2 

  グループで申請する場合「名称等」は

グループ名のみでよろしいでしょうか。 

「グループ名・代表企業 法人名」とい

う表記にすべきでしょうか。 

グループで申請する場合は、様式 2―1、2

－2 の「申請者」にグループ代表構成員の

情報を記載し、様式 8（グループ構成団体

から代表団体へ委任状）及び様式 9（グル

ープ協定書）を添付してください。 

117 様式 3-2   様式にある「所在地」とは、役員個人

の住所ではなく、役員である法人等の

所在地という解釈でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

118 様式 4-1   従業員数は、正社員、契約社員、パ

ート・アルバイト等、どこまでを含んだ

人数を記載すればよろしいでしょうか。 

雇用契約を結んでいる労働者の人数を記

載してください。 

119 様式 5   該当するものが複数ある場合は、主

たるものを記載する形でよろしいでしょ

うか。また、該当するものがない項目に

ついては空欄でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

120 様式 6-1な

ど 

  各様式の中に「○本施設の目的・・・・

記載してください。」等、記載するべき

事項の文言が記載されていますが、作

成時には、こちらの文言自体は削除し

てもよろしいでしょうか。 

「○」以下は削除して結構ですが、提案を

求める事項に対して、全て回答してくださ

い。 

121 様式 6-1 

など 

  様式 6-1(1)のように、見出しの項目と

設問のみ示されているものについて

は、内容が対応していればデザイン等

を変更してよろしいでしょうか。また、ペ

ージ数の上限はないという理解でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

122 様式 6-1 

(2) 

  「市施設の運営業務を実施する企業

が構成員でない場合は関心表明書を

添付してください。」とありますが、誰の

何に対する関心表明書のことを指して

いるのでしょうか。 

グループの構成員ではない企業が、運営

業務における協力企業として、参加表明の

意思表示をするものです。 

123 様式 6-2 

(2)(3) 

  稼働率については、指定管理期間の

最終年度の設定数値を記載すればよ

いでしょうか。 

最終年度の設定数値は、指定管理期間

の最終目標ですが、これを達成するための

途中の目標値を様式中「設定根拠」に記載

してください。 

124 様式 6-5   消費税率は、令和元年 10 月に 10％

に引き上げになることを想定し、様式 6

－5 等は、消費税率 10％での記載とし

てよろしいですか 

お見込みのとおりです。 

125 様式 11 7 25 委託予定業務一覧表ですが、共同事

業体での申請の場合、代表団体及び

構成団体から委託を予定する業務を

記入するという理解で宜しいでしょうか 

お見込みのとおりです。 
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№ 区分 頁 行 質問内容 回   答 

126    現指定管理者から引き継ぐことのでき

るリースや、システム（チケット販売）等

はございますか。 

特に引き継ぐものはございません。 

127    各施設で自主事業や提案事業を実施

する際、いずれも共催での実施は可能

でしょうか。 

原則可能ですが、施設の設置目的に沿っ

た事業であることが条件です。 

事前に県市との協議が必要です。 

128    大ホール・リハーサル室の利用者が

物販を行う場合、物販手数料を徴収す

ることは可能でしょうか。 

提案していただくことは可能ですが、市との

協議が必要です。 

129    指定管理者が自動販売機を設置する

場合、運営業務を行っているエリアの

み設置可能という理解でよろしいでしょ

うか。現指定管理者が設置している場

所と台数をご教示ください。 

運営業務を行うエリアに自動販売機を設置

する場合は、県市ごとに行政財産使用許可

を受ける必要があります。現在の設置場所

と台数は、交流広場 2 台、1 階 4 台（多目的

ホール前 2 カ所×2 台）、3 階 3 台（リフレッ

シュコーナー2カ所）、地下 1、2階各 1台（北

側エレベータホールに各 1 台）の合計 11 台

です。 

運営業務を行うエリア以外での設置の可

否は、所管課判断になります。 

現指定管理者は、川越比企地域振興セン

ターから行政財産使用許可を受け、川越地

方庁舎内に 5 台を設置しています。（4 階 3

台（リフレッシュコーナー2カ所）、5階 2台（リ

フレッシュコーナー1 カ所）） 

130    現指定管理者が設置している公衆電

話について、場所と台数をご教示くださ

い。 

総合受付に 1台設置しています。 

但し、電話機器は県備品であり、現指定管

理者に貸与しているものです。 

 


